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１ 推進プランの策定 

１ 推進プランの策定 

 
（１）推進プランの目的 

    本プランは、総務省の「自治体デジタル・トランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）推進計画」（令和２年 12 月 25 日策定。以下「自治体ＤＸ推進計画」と

いう。）に基づき、本市の特性や実績を踏まえ、「福生市総合計画（第５

期）」に掲げる目指すまちの姿である「人を育み 夢を育む 未来につながる

まち ふっさ」に向けて、情報通信技術（ＩＣＴ）により実現するととも

に、デジタル技術やデータを活用して、既存の行政サービスの変革と単に新

たな技術を導入するのではなく、デジタル化に合わせた業務プロセスそのも

のの変革を行う「デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）」を実現し、

利用者目線に立った利便性が高い行政サービスの創出と、業務効率化による

人的資源を行政サービスの向上へ繋げていくことを目的とします。 

 

（２）本プランの期間 

   本プランの対象期間は、令和４年４月１日から令和８年３月 31 日までとします。 

   近年の社会情勢の変化やデジタル技術の進展には著しいものがあり、本市を取

り巻く状況も数年の間に大きく変わってしまうことが想定されます。加えて、事

業の推進に当たっては、国が進める施策との連携・整合性を図る必要があるため、

「自治体ＤＸ推進計画」に示されている期間内に設定します。 

 

【プラン期間】 

 
 

 

 

 

※１ ＩＣＴ 

「Information and Communication Technology」の略。「情報通信技術」と訳される。 

※２ デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ） 

ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でよりよい方向に変化させること。単なる新しいデジタル技 

術の導入ではなく、制度や政策、組織の在り方等を新しい技術に合わせて変革し、地域における 

様々な課題の解決や発展を促し、それまで実現できなかった新たな価値やサービスが創出される社 

会全体の変革を意味する。  

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

自治体DX推進計画

福生市デジタル・トラ
ンスフォーメーション

（DX)推進プラン

期　　　　　　間

※2 

※1 
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１ 推進プランの策定 

国
デジタル・ガバメント

実行計画

自治体DX推進計画

東京都
スマート東京実施戦略

「未来の東京」戦略ビ

ジョン

福生市DX推進プラン

福生市総合計画（第５期）

第７次

福生市行政改革大綱

計画促進 計画促進

補完

ICT推進により下支え

 

（３）位置付け 

   本プランは、「自治体ＤＸ推進計画」を基に策定し、「福生市総合計画（第５期）」

をデジタル化により、下支えするものであり、福生市行政改革大綱（第７次）に

掲げる基本理念である「次世代につながる行政改革」を補完するものとして、位

置付けます。 

また、総務省が定める「自治体ＤＸ全体手順書【1.0 版】」（令和３年７月策定）

における「全体方針」に当たるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 自治体ＤＸ全体手順書 

総務省が策定した「自治体 DX 推進計画」をふまえて、自治体が着実に DX に取り組むために参考とする手

順書である。手順書は、①「全体的な流れを把握するためのもの」、自治体 DX の中でも目標時期が設定さ

れ、全国統一的な取り組みである②「自治体情報システムの標準化・共通化」及び③「自治体の行政手続の

オンライン化」についての作業手順を示すものに加え、事例集で構成されている。  

※3 
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２ ＩＣＴを取り巻く動向 

２ ＩＣＴを取り巻く動向 

 

（１）国の動向 

   国におけるＩＣＴを取り巻く動向は、「我が国におけるＩＴ戦略の歩み」（下表）

のとおり、「e-Japan 戦略」の策定による超高速ネットワークインフラ整備の推進

から始まり、｢世界最先端ＩＴ国家創造宣言｣によるＩＴ・情報資源の利活用の推

進、｢官民データ活用推進基本法｣によるデータ利活用とデジタル・ガバメントの

実現の時代へと歩みを進めています。 

 

 

 

 

平成 30 年６月に閣議決定された｢世界最先端デジタル国家創造宣言・官民デー

タ活用推進基本計画（平成 30 年６月 15 日変更、閣議決定）｣では、Society5.0 

時代にふさわしい行政サービスを国民一人ひとりが享受できるよう、非効率なシ

ステム化や書面による申請等により、申請者の手間のみならず、行政のバックオ

フィス作業を含めて生じる生産性低下の原因を削減し、その結果、生み出された

時間・労力を国民生活の質的向上のためのサービス提供や政策検討に振り向ける

ため、「ＩＴを活用した社会システムの抜本改革」が示されました。 

 

 

※４ Society5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展

と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）のこと。狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society 

2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技

術基本計画において、我が国が目指すべき未来社会の姿として、初めて提唱された。 

出典：内閣官房「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用 推進基本計画 【概要】」 

 

※4 



 

4 
 

２ ＩＣＴを取り巻く動向 

 

令和元年６月に同計画が刷新され、「ＩＴ新戦略」として情報通信技術を活用し

た行政の推進等に関する法律（平成 14 年法律第 151 号。以下「デジタル手続法」

という。）の円滑な施行や、マイナンバーカードの健康保険証利用、国・地方を通

じた行政全体のデジタル化、地方公共団体が保有するデータのオープンデータ化

など、同計画に基づく、アクションプランが多く示されています。 

令和２年７月に同計画が再刷新され、新型コロナウイルス感染症がもたらした

急激な社会生活の変容に伴い、浮彫となった様々な課題をデジタル化で解決すべ

く、押印・行政手続の見直し、テレワーク等の推進など、より具体的な方策が示

され、自治体においても実施に向けた検討が始まっています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:内閣官房「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画【概要】」 

 

 

 

 

 

 

 

※５ オープンデータ 

行政機関が所有している統計データや画像データなどを著作権や特許等を制御なしにウェブ上で広く公開し、

市民の様々な活動に生かすことができる仕組みのこと。 

※5 
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２ ＩＣＴを取り巻く動向 

 

令和元年 12 月にデジタル手続法が改正され、行政のあらゆるサービスを最初か

ら最後までデジタルで完結させるために不可欠なデジタル３原則として、 

 

①デジタルファースト 

（個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結すること） 
 
②ワンスオンリー 

（一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること） 
 
③コネクテッド・ワンストップ 

（民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現すること） 

 

これらを基本原則として明確化するとともに、国の行政手続のオンライン化の実

施が原則とされました。 

同法により、「自治体の行政手続のオンライン化」、「バックオフィス作業の時間短

縮・省力化」、「行政サービスの利便性の向上」など、自治体や行政サービスの利用

者にも大きな影響を及ぼすと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル手続法におけるデジタル３原則 

１ 

デジタルファースト 

2 

ワンスオンリー 

3 

  
コネクテッド･ワンストップ 
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２ ＩＣＴを取り巻く動向 

令和２年 12 月に「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が閣議決定さ

れ、国・地方の「行政」が、自らが担う行政サービスにおいて、デジタル技術やデ

ータを活用して、利用者目線に立って新たな価値を創出するデジタル・トランスフ

ォーメーション（ＤＸ）を実現し、手続面はもちろん、規制や補助金等においても、

データを駆使してニーズに即したプッシュ型のサービスを実現するなど、利用者目

線の改革を進めていくことが必要であり、これにより、あらゆる世代、あらゆる産

業を対象とする行政サービスを通じて、社会全体にデジタル化によるメリットを誰

一人取り残さない形で広く行き渡らせていくことなどが掲げられ、デジタル社会の

目指すビジョンとデジタル社会を形成するための 10 原則が示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした状況の大きな変化を反映させつつ、デジタル技術を活用した行政の推進に

ついて、その基本原則、情報システムの整備の在り方、ガバナンス体制の強化及び各

行政サービスごとの取組の方向性、地方公共団体における取組の推進、民間との連携

並びにデジタル技術の利用のための能力又は利用の機会における格差（デジタルデバ

イド）の是正等その他のデジタル技術を利用する方法等により、デジタル・ガバメン

トを実現するために必要となる事項が「デジタル・ガバメント実行計画（平成 30 年

１月 16 日ｅガバメント閣僚会議決定（令和２年 12 月 25 日改正）。以下「デジタル・

ガバメント実行計画」という。）」で示されました。 

 

 

 

 

※６ プッシュ型 

   利用者が能動的な操作や行動を行わずに、提供する側から自動的に行なわれるタイプの技術やサービスの

こと。 

 

※７ デジタルデバイド 

 コンピューター等の情報技術を利用したり使いこなしたりできる人と、そうでない人の間に生じるあらゆ

る格差のこと。 

 

※6 

※7 
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２ ＩＣＴを取り巻く動向 

 

デジタル・ガバメント実行計画に掲げられている「地方公共団体におけるデジタ

ル・ガバメントの推進」の項目では、地方公共団体における「行政手続のオンライ

ン化」、「業務プロセス・情報システムの標準化」、「ＡＩ・ＲＰＡ等による業務効率

化」、「オープンデータの推進」、「ガバナンス強化と人材確保・育成」など、自治体

に関連する施策も多く盛り込まれました。 

こうした自治体における施策を効果的に実行していくためには、自治体全体とし

て、足並みを揃えて取り組んでいく必要があるため、「デジタル・ガバメント実行計

画」における各施策について、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化

するとともに、デジタル社会の構築に向けた取組を全自治体において着実に進めて

いくため、「自治体ＤＸ推進計画」として令和２年 12 月 25 日策定されました。 

この取り組むべき事項について、自治体が実施主体となって、取組を進めるため

の検討を求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※８ ＡＩ 

  「artificial intelligence」の略。Artificial は「人工的な」、Intelligence は「知能」という意味。

コンピューターが過去の事例から学習・分析し、それらを基に推測する機能を有するもの 

 

※９ ＲＰＡ  

「Robotic Process Automation」の略。事前に作成したシナリオに基づきプログラムを実行する仕組み。

人間の代わりに業務をこなしてくれる自動化ツールのこと。  

自治体 DX 推進計画における重点的に取り組む事項 

自治体のＡI・ＲＰＡ 

の利用推進 テレワークの推進 セキュリティ対策の徹底 

※8 ※9 

２ ３ 

４ ５ ６ 

自治体の情報システ

ムの標準化・共通化 

マイナンバーカード 

の普及促進 

１ 
自治体の行政手続き 

のオンライン化 
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２ ＩＣＴを取り巻く動向 

（２）東京都の動向 

   東京都は、令和元年12月に「『未来の東京』戦略ビジョン」を策定しています。

この戦略ビジョンでは、４つの「基本戦略」のもとに、「目指す2040年代の姿」を

描き、その実現に向け、「2030年に向けた戦略」を練り上げ、この戦略を推進する

役割を担う「推進プロジェクト」を遂行するとしています。この「2030年に向け

た戦略」で掲げられている戦略の１つが、「スマート東京・TOKYO Data Highway

戦略」です。 

この戦略は、第４次産業革命の新技術で東京を更にレベルアップした都市にす

るため、いつでも、誰でも、どこでも「つながる東京」の実現、データ共有と活

用の仕組みづくり、行政のデジタル化を強力に推進し、東京版Society5.0である

「スマート東京」を実現することにより、都民のＱＯＬを向上させるとともに、

世界のモデル都市となることを目指すものです。 

この戦略を推進する役割を担うのが、「都庁デジタルガバメントプロジェクト」

です。このプロジェクトでは、すべての行政手続のデジタル化・オンライン化や

キャッシュレス納税比率70％を掲げており、「スマート東京」の実現に向け、国や

区市町村、民間企業等を含めたデジタル連携を進めることが言及されています。 

東京都全体のデジタルシフトを実現するため、区市町村の担う役割として、キ

ャッシュレス化の推進など、デジタル連携を進める取組が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10 ＱＯＬ 

   「Quality of Life」の略。日本語では、「生活の質」と訳される。「生きがい」や「満足度」という意味

でも使われる。 

  

※10 
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３ 具体的な取組方針及びアクションプラン 

３ 具体的な取組方針及びアクションプラン 

（１）具体的な取組方針 

    「自治体ＤＸ推進計画」では、自治体における目的として 

・デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させること。 

・デジタル技術やＡＩ等の活用により、業務効率化を図り、人的資源を行政サ

ービスの更なる向上に繋げていくこと。 

・ＥＢＰＭ等により自らの行政の効率化・高度化を図るとともに、単なる新し

いデジタル技術の導入ではなく、制度や政策、組織の在り方等を新しい技術

に合わせて変革すること。 

・地域における様々な課題の解決や発展を促し、それまで実現できなかった新

たな価値やサービスが創出される行政サービス全体の変革 

・自治体ＤＸを推進するデジタル人材の育成等 

などが掲げられています。 
 
東京都が定める「『未来の東京』戦略ビジョン」では、全ての行政手続のデジ

タル化・オンライン化やキャッシュレス納税比率 70％を掲げており、「スマート

東京」の実現に向け、国や区市町村、民間企業等を含めたデジタル連携を進め

ることが示されています。 
 
本市では、第７次福生市行政改革大綱において、「行政サービスに対する市民

満足度の向上」をその目的に掲げ、取組の視点に「効果・効率的な行財政運営」、

「既存の考え方からの脱却」を目指すとしています。全国的な少子高齢化、人

口減少といった社会潮流は本市においても同様の課題であり、その状況下にお

いて健全な行財政運営を維持しながら、多岐に渡る事業を着実に実施し、安定

した行政サービスを提供するためには、効果的・効率的な行政運用を図る必要

があるとされています。また、こうした社会構造の変化によって、多様化・高

度化する市民ニーズへの対応が必要であり、これまで本市が取り組んでいない

新たな手法を採用するなど、既存の考え方からの脱却が重要であるとされてい

ます。これらを踏まえ、次のような取組の視点として考えられます。 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

※11 ＥＢＰＭ 

   「Evidence-Based Policy Making」の略。統計データや各種指標など、客観的根拠や証拠を基にして、政

策の決定や実行を効果的・効率的に行うことを意味する。 
 

※11 

・ＡＩ等の最新技術の導入による事務の標準化・効率化に向けた取組 

・ＲＰＡ等を活用した日常業務の自動化などの効率化に向けた取組 

・新たな手法による利便性向上に向けた取組（行政手続のオンライン化や 

キャッシュレス化など時代に即した利用しやすい窓口サービスの充実など） 
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３ 具体的な取組方針及びアクションプラン 

これらの視点や国及び東京都の方針等を基に、次のとおり、具体的な取組方 

針として設定します。 

取組方針 内 容 

情報システムの標準化・共通

化 

情報システム等の共同利用、手続の簡素化、行政の効率化

等のため、業務プロセス・情報システムの標準化を推進す

る。 

マイナンバーカードの普及促進 マイナンバーカードは、デジタル社会の基盤となるもので

あるため、積極的な普及促進の取組を推進する。 

行政手続のオンライン化 デジタル化による利便性向上に資する手続について、行政

手続のオンライン化を推進する。 

ＡＩ・ＲＰＡの利用促進 希少化する人的資源を本来注力するべき業務に振り向ける

ため、業務プロセスそのものの刷新を行い、ＡＩやＲＰＡ

の導入・活用を推進する。 

テレワークの推進 職員一人ひとりのライフステージに合った多様な働き方を

実現するため、庁内システム、回線環境、端末などの環境

整備を図り、テレワークを推進する。 

セキュリティ対策の徹底 情報セキュリティポリシーの見直しを行い、情報セキュリ

ティ対策を推進する。 

地域社会のデジタル化 通信基盤の整備等による地域社会のデジタル化を推進す

る。 

デジタルデバイド対策 年齢、障害の有無、性別、国籍、経済的な理由等にかかわ

らず、誰も取り残さない形で、デジタル化の恩恵を広く行

き渡らせていく取組を推進する。 

ＢＰＲ の取組の徹底（書面・

押印・対面の見直し） 

行政手続等における書面・押印・対面規制の見直しを推進

する。 

オープンデータの推進 オープンデータの公開及び行政内部でのデータ活用を推進

する。 

デジタル人材の確保・育成 デジタル化の推進を支えるデジタル人材の育成等を推進す

る。 

キャッシュレス化の推進 デジタル化による利便性向上のため、手数料、税、使用料

等のキャッシュレス化を推進する。 

※ なお、今後の社会状況の変化やデジタル技術の進化に応じて、修正・追加をして

いきます。 
 
※12 ＢＰＲ 

 「Business Process Re-engineering」の略。業務内容やその流れ（業務プロセス）を分析し最適になるよう

に設計した上で、業務内容や業務プロセスを再構築することを意味する。 

※12 
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３ 具体的な取組方針及びアクションプラン 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

1-1 情報システムの標準化・共通化

2-1 マイナンバーカードの普及促進

3-1 行政手続きのオンライン化

4-1 AI・RPAの利用促進

5-5 テレワークの推進

6-1 セキュリティ対策の徹底

7-1 地域社会のデジタル化

8-1 デジタルデバイト対策

9-1
BPRの取組みの徹底（書面・押印・対面の
見直し）

10-1 オープンデータの推進

11-1 デジタル人材の確保・育成

12-1 キャッシュレス化の推進

関連部署
期　　間

番号 取組方針 取組（検討）事項 概　　要 推進責任者

 

（２）アクションプラン 

本プランの「取組方針」を基に、具体的な取組を選定し「アクションプラン」

として定め、実効性を確保しながら取組を推進していきます。 

近年の社会情勢の変化は著しいものがあり、ＩＣＴに関わる技術やサービス

等の進展や変化もまた例外ではなく、中長期的なプランを策定し運用していく

中で、プラン内容に陳腐化が生じることが想定されます。 

そのため、「アクションプラン」は、流動的な社会情勢に柔軟に対応する必要

があることから、随時見直しを行っていきます。 

また、「アクションプラン」は具体的な取組を一覧にまとめた「総括表」と各

取組を記載した「個票」を用いて進捗管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アクションプラン総括表のイメージ 

アクションプラン個票のイメージ 

1-1

取組方針

推進責任者

関連部署

取組概要

取組詳細

年　　度

取組計画

取組実績

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

基幹システムの主要な17業務について、国が策定した標準仕様に準拠したシステムへ移行する。

標準化・共通化は、基幹系システム全体の再構築が必要となり、検討開始から運用に至るまでには相当の期間
を要すると考えられるため、早期から全庁的・横断的な推進体制を整え、現行のシステムの調査や、スケ
ジュール策定をはじめとして計画的な導入に向けた検討を行う。
また、標準準拠システムへの移行に向けた具体的な検討の段階においては、様式や帳票などに関して条例・規
則等の見直しの検討や標準準拠システムを前提とした業務プロセスの見直しも行う。

基幹システムにおける標準準拠システムへの移行

【自治体DX重点取組】情報システムの標準化・共通化

情報政策課長

総合窓口課、課税課、保険年金課、社会福祉課、障害福祉課、介護福祉課、健康課、子ども育成課、選挙管理
委員会、教育支援課

新規

取組・検討

取組事項

種別

住民記録システムを

標準準拠システムへ

移行開始

７業務を標準準拠シ

ステムへ移行開始

・介護保険

・障害福祉

・就学

・固定資産税

・個人住民税

・法人住民税

・軽自動車税

９業務を標準準拠シス

テムへ移行開始

・選挙管理

・国民健康保険

・国民年金

・後期高齢者医療

・生活保護

・健康管理

・児童手当

・児童扶養手当
・子ども子育て支援

17業務すべての標準

準拠システムへの移

行完了

次年度に取組計画の

進捗状況や実績等に

ついて記載する。



 

12 
 

４ 推進体制・進捗管理 

福生市デジタル・トランスフォーメーション推進本部

アクションプ

ランの提示
各事業の進捗状況の報告

◎課〇課

担当課と取組・検討事項

推進責任者
(課長職)

推進責任者
(課長職)

■課 ◇課

推進責任者
(課長職)

■課 〇課

４ 推進体制・進捗管理 

(１) 推進体制 

    本プラン及び「自治体ＤＸ推進計画」を推進し、本プラン及び「アクション

プラン」の進捗状況の管理・把握を行うため、「福生市デジタル・トランスフォ

ーメーション推進本部設置要綱」（令和３年要綱第 40 号）に基づき、副市長を

最高情報統括責任者（ＣＩＯ）とした「福生市デジタル・トランスフォーメー

ション推進本部」（以下「推進本部」という。）を設置し、全庁的・横断的な取

組に対応していきます。 

 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
(２）取組内容 

    推進する取組内容によっては、今後事業として展開しなければならないもの

も含まれるため、財政状況との調整が必要となることに留意します。 

また、国・都からの財政支援の有無の確認を一次ステップとして、設定しま

す。 

次年度以降の取組については、福生市総合計画策定委員会によって定められ

る「実施計画策定要領」のうち「ＩＣＴ関連事業実施計画」を参考に、選定す

るものとします。 
 
※13 福生市総合計画策定委員会 

   福生市総合計画策定委員会規程（昭和 48 年訓令第 14 号）に定める「総合計画」における実施計画等を協

議・決定する庁内の委員会（委員長（副市長）、副委員長（教育長）及び委員（部長職）で組織される会議

体） 

※13 
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４ 推進体制・進捗管理 

(３) 進捗管理 

    推進本部において、「アクションプラン」を着実に推進するため、毎年度進捗

状況を把握し、社会情勢の変化等に迅速に対応するためＰＤＣＡサイクルの仕

組みにより進捗管理を行っていきます。 

    また、推進する取組の内容によっては、ＯＯＤＡ（ウーダ）ループの仕組み

によってスピーディーな意思決定に基づき、アクションプランの推進を図って

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※14  ＰＤＣＡサイクル 

    PDCA サイクルとは、Plan(計画)・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）を繰り返すことによっ

て、生産管理や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法 

※15  ＯＯＤＡ（ウーダ）ループ 

    OODA ループとは、観察・情報収集（Observe）- 方向性判断（Orient）- 意思決定（Decide）- 行動・

実行（Act）を ループ（循環・繰り返し）することによって、健全な意思決定を実現するという手法 

ＰＤＣＡサイクル 

ＯＯＤＡ（ウーダ）ループ 

評価に基づき

見直し

Action

改善

見直し

アクション

プラン設定

取組・検討

事項の実施

推進本部会議へ

報告

Check

評価

Plan
計画

Do
実施

※14 

※15 
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５ その他 

５ その他 

  本プランで定めるもののほか、必要な事項については、推進本部会議の協議を

経て定めるものとします。 
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